
○関東地方整備局告示第二百三号 

 土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。）第二十条の規定に

基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。 

 

令和六年七月十八日 

関東地方整備局長 岩﨑 福久 

 

第 １  起 業 者 の 名 称  埼 玉 県  

第 ２  事 業 の 種 類  一 般 国 道 ２ ５ ４ 号 改 築 工 事 （ 和 光 富 士 見 バ

イ パ ス ・ 埼 玉 県 朝 霞 市 大 字 上 内 間 木 字 川 袋 地 内 か ら 同 市 大

字 上 内 間 木 字 厩 尻 地 内 ま で 、 同 市 大 字 宮 戸 字 北 井 房 地 内 及

び 志 木 市 下 宗 岡 二 丁 目 地 内 ）  

第 ３  起 業 地   

１  収 用 の 部 分   埼 玉 県 朝 霞 市 大 字 上 内 間 木 字 川 袋 、 字 八 剱 及

び 字 厩 尻 、 大 字 浜 崎 字 新 河 岸 川 通 並 び に 大 字 宮 戸 字 北 井 房

地 内  

 埼 玉 県 志 木 市 下 宗 岡 二 丁 目 地 内  

２  使 用 の 部 分  埼 玉 県 朝 霞 市 大 字 上 内 間 木 字 川 袋 及 び 大 字 浜

崎 字 新 河 岸 川 通 地 内  

第 ４  事 業 の 認 定 を し た 理 由  

申 請 に 係 る 事 業 は 、 以 下 の と お り 、 法 第 2 0 条 各 号 の 要 件

を 全 て 充 足 す る と 判 断 さ れ る た め 、 事 業 の 認 定 を し た も の

で あ る 。  

 １  法 第 2 0 条 第 １ 号 の 要 件 へ の 適 合 性  

   申 請 に 係 る 事 業 は 、 埼 玉 県 和 光 市 新 倉 六 丁 目 地 内 の 松 ノ

木 島 交 差 点 か ら 同 県 富 士 見 市 大 字 下 南 畑 字 乗 越 地 内 の 下 南

畑 交 差 点 ま で の 延 長 6 , 8 5 0 ｍ の 区 間 （ 以 下 「 本 件 区 間 」 と い

う 。 ） を 全 体 計 画 区 間 と す る 「 一 般 国 道 2 5 4 号 改 築 工 事 （

和 光 富 士 見 バ イ パ ス ・ 埼 玉 県 朝 霞 市 大 字 上 内 間 木 字 川 袋 地

内 か ら 同 市 大 字 上 内 間 木 字 厩 尻 地 内 ま で 、 同 市 大 字 宮 戸 字

北 井 房 地 内 及 び 志 木 市 下 宗 岡 二 丁 目 地 内 ） 」 （ 以 下 「 本 件

事 業 」 と い う 。 ） の う ち 、 上 記 の 起 業 地 に 係 る 部 分 で あ る 。  



本 件 事 業 は 、 道 路 法 （ 昭 和 2 7 年 法 律 第 1 8 0  号 ） 第 ３ 条

第 ２ 号 に 掲 げ る 一 般 国 道 に 関 す る 事 業 に 該 当 す る 。  

し た が っ て 、 本 件 事 業 は 、 法 第 2 0 条 第 １ 号 の 要 件 を 充 足

す る と 判 断 さ れ る 。  

 ２  法 第 2 0 条 第 ２ 号 の 要 件 へ の 適 合 性  

   本 件 事 業 は 、 道 路 法 第 1 3 条 第 １ 項 の 指 定 区 間 外 の 区 間 で

あ り 、 ま た 、 起 業 者 で あ る 埼 玉 県 は 、 同 法 第 7 4 条 の 規 定 に

よ る 認 可 に 代 え て 、 本 件 事 業 に つ い て 、 補 助 金 等 に 係 る 予

算 の 執 行 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 3 0 年 法 律 第 1 7 9 号 ）

第 ６ 条 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 を 受 け て お り 、 既 に 本 件 事 業

を 開 始 し て い る こ と な ど の 理 由 か ら 、 本 件 事 業 を 遂 行 す る

充 分 な 意 思 と 能 力 を 有 す る と 認 め ら れ る 。  

し た が っ て 、 本 件 事 業 は 、 法 第 2 0 条 第 ２ 号 の 要 件 を 充 足

す る と 判 断 さ れ る 。  

 ３  法 第 2 0 条 第 ３ 号 の 要 件 へ の 適 合 性  

  ( 1 )  得 ら れ る 公 共 の 利 益  

一 般 国 道 2 5 4  号 （ 以 下 「 本 路 線 」 と い う 。 ） は 、 東 京

都 文 京 区 を 起 点 と し 、 埼 玉 県 川 越 市 、 群 馬 県 藤 岡 市 等 の 主

要 都 市 を 経 由 し て 、 長 野 県 松 本 市 に 至 る 延 長 2 5 1 . 9 ㎞ の 主

要 幹 線 道 路 で あ る 。  

埼 玉 県 内 に お け る 本 路 線 は 、 東 京 都 境 に 位 置 す る 和 光

市 か ら 、 朝 霞 市 、 新 座 市 、 富 士 見 市 、 川 越 市 、 東 松 山 市 及

び 本 庄 市 等 を 南 北 に 縦 貫 し て お り 、 県 内 の 産 業 、 経 済 、 観

光 、 社 会 、 文 化 及 び 生 活 に お け る 重 要 な 役 割 を 果 た し て い

る と と も に 、 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 3 6 年 法 律 第 2 2 3 号 ）

に 基 づ き 策 定 さ れ た 埼 玉 県 地 域 防 災 計 画 に お い て 、 第 一 次

特 定 緊 急 輸 送 道 路 に 指 定 さ れ て い る 重 要 な 路 線 で あ る 。  

ま た 、 本 路 線 は 和 光 市 内 で 高 速 自 動 車 国 道 東 北 縦 貫 自

動 車 道 弘 前 線 （ 以 下 「 外 環 道 」 と い う 。 ） へ 接 続 し て い る

ほ か 、 所 沢 市 内 で 高 速 自 動 車 国 道 関 越 自 動 車 道 新 潟 線 （ 以

下 「 関 越 道 」 と い う 。 ） と も 接 続 し て お り 、 高 速 自 動 車 国

道 へ の ア ク セ ス 道 路 と し て も 機 能 し て い る 。  



し か し な が ら 、 埼 玉 県 和 光 市 中 央 一 丁 目 地 内 の 理 化 学 研

究 所 西 門 交 差 点 か ら 同 県 新 座 市 中 野 地 内 の 英 イ ン タ ー 交 差

点 ま で の 延 長 7 , 1 0 0 m の 区 間 （ 以 下 「 現 道 」 と い う 。 ） は 、

地 域 住 民 に よ る 日 常 生 活 上 必 要 不 可 欠 な 地 域 内 交 通 と 外 環

道 や 関 越 道 へ の ア ク セ ス 等 の 主 要 都 市 間 を 移 動 す る 通 過 交

通 と が ふ く そ う し て い る こ と か ら 、 朝 夕 の 通 勤 時 間 帯 を 中

心 に 交 通 混 雑 が 発 生 し て い る 状 況 に あ る 。  

令 和 ３ 年 度 全 国 道 路 ・ 街 路 交 通 情 勢 調 査 に よ る と 、 現 道

の 自 動 車 交 通 量 は 、 朝 霞 市 膝 折 町 2 - 9 - 1 8 地 内 で 3 8 , 8 3 1 台

/ 日 で あ り 、 混 雑 度 は 1 . 4 3 と な っ て い る 。  

本 件 事 業 の 完 成 に よ り 、 本 件 区 間 が 現 道 の 通 過 交 通 等 を

分 担 す る こ と で 、 現 道 の 交 通 混 雑 の 緩 和 が 図 ら れ る な ど 、

安 全 か つ 円 滑 な 自 動 車 交 通 の 確 保 に 寄 与 す る こ と が 認 め ら

れ る 。  

し た が っ て 、 本 件 事 業 の 施 行 に よ り 得 ら れ る 公 共 の 利 益

は 、 相 当 程 度 存 す る と 認 め ら れ る 。  

  ( 2 )  失 わ れ る 利 益  

本 件 事 業 が 生 活 環 境 に 与 え る 影 響 に つ い て は 、 本 件 事 業

は 、 環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 8 1 号 ） 等 に 基 づ く

環 境 影 響 評 価 の 実 施 対 象 外 の 事 業 で あ る が 、 起 業 者 が 令 和

４ 年 1 0 月 に 同 法 等 に 準 じ て 任 意 で 大 気 質 、 騒 音 等 に つ い

て 環 境 影 響 調 査 を 実 施 し た と こ ろ 、 大 気 質 等 に つ い て は 、

環 境 基 準 等 を 満 足 す る と さ れ て お り 、 騒 音 に つ い て は 、 環

境 基 準 等 を 超 え る 値 が み ら れ る も の の 、 遮 音 壁 の 設 置 に よ

り 環 境 基 準 等 を 満 足 す る と さ れ て い る こ と か ら 、 起 業 者 は

本 件 事 業 の 施 行 に 当 た り 、 当 該 措 置 を 講 ず る こ と と し て い

る 。  

ま た 、 上 記 の 調 査 に よ る と 、 本 件 区 間 内 及 び そ の 周 辺

の 土 地 に お い て 、 動 物 に つ い て は 、 環 境 省 レ ッ ド リ ス ト に

絶 滅 危 惧 Ⅰ A 類 と し て 掲 載 さ れ て い る カ ワ コ ザ ラ 、 絶 滅 危

惧 Ⅱ 類 と し て 掲 載 さ れ て い る コ ア ジ サ シ 、 ミ ナ ミ メ ダ カ 等

そ の 他 こ れ ら の 分 類 に 該 当 し な い 学 術 上 又 は 希 少 性 等 の 観



点 か ら 重 要 な 種 が 、 植 物 に つ い て は 、 環 境 省 レ ッ ド リ ス ト

に 絶 滅 危 惧 Ⅱ 類 と し て 掲 載 さ れ て い る ノ カ ラ マ ツ 等 そ の 他

こ れ ら の 分 類 に 該 当 し な い 学 術 上 又 は 希 少 性 等 の 観 点 か ら

重 要 な 種 が そ れ ぞ れ 確 認 さ れ て い る 。  

本 件 事 業 が こ れ ら の 動 植 物 に 及 ぼ す 影 響 の 程 度 は 、 周

辺 に 同 様 の 生 息 又 は 生 育 環 境 が 広 く 残 さ れ る こ と な ど か ら 、

影 響 は な い 若 し く は 軽 微 で あ る と 予 測 さ れ て い る 。  

加 え て 、 起 業 者 は 、 今 後 工 事 に よ る 改 変 区 域 内 及 び そ

の 周 辺 の 土 地 で こ れ ら の 種 が 確 認 さ れ た 場 合 は 、 必 要 に 応

じ て 専 門 家 の 指 導 助 言 を 受 け 、 必 要 な 保 全 措 置 を 講 ず る こ

と と し て い る 。  

    こ の ほ か 、 本 件 区 間 内 の 土 地 に は 、 文 化 財 保 護 法 （ 昭

和 2 5 年 法 律 第 2 1 4 号 ） に よ る 周 知 の 埋 蔵 文 化 財 包 蔵 地 が

１ 箇 所 存 在 す る が 、 発 掘 調 査 が 完 了 し て お り 、 記 録 保 存 を

含 む 適 切 な 措 置 が 講 じ ら れ て い る 。  

な お 、 今 後 、 工 事 施 工 中 に 遺 跡 等 が 発 見 さ れ た 場 合 は 、

起 業 者 は 、 埼 玉 県 教 育 委 員 会 と 協 議 の 上 、 適 切 な 措 置 を 講

ず る こ と と し て い る 。  

し た が っ て 、 本 件 事 業 の 施 行 に よ り 失 わ れ る 利 益 は 軽

微 で あ る と 認 め ら れ る 。  

  ( 3 )  事 業 計 画 の 合 理 性  

本 件 事 業 は 、 道 路 構 造 令 （ 昭 和 4 5 年 政 令 第 3 2 0 号 ） に

よ る 第 ４ 種 第 １ 級 の 規 格 に 基 づ き 、 ４ 車 線 の 道 路 を バ イ パ

ス 方 式 に よ り 整 備 す る 事 業 で あ り 、 そ の 事 業 計 画 は 道 路 構

造 令 等 に 定 め る 規 格 に 適 合 し て い る と 認 め ら れ る 。  

ま た 、 本 件 事 業 の 事 業 計 画 は 、 和 光 市 区 間 に つ い て は

平 成 2 8 年 1 2 月 2 7 日 付 け で 変 更 決 定 さ れ た 都 市 計 画 と 、

朝 霞 市 区 間 に つ い て は 平 成 2 8 年 1 2 月 2 7 日 付 け 、 令 和 4

年 9 月 2 0 日 付 け 及 び 令 和 5 年 1 0 月 6 日 付 け で 変 更 決 定 さ

れ た 都 市 計 画 と 、 志 木 市 区 間 に つ い て は 平 成 2 8 年 1 2 月 2

7 日 付 け で 変 更 決 定 さ れ た 都 市 計 画 と 、 一 部 区 間 の 幅 員 を

除 き 基 本 的 内 容 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 整 合 し て い る も の で あ



る 。  

し た が っ て 、 本 件 事 業 の 事 業 計 画 に つ い て は 、 合 理 的

で あ る と 認 め ら れ る 。  

以 上 の こ と か ら 、 本 件 事 業 の 事 業 計 画 に 基 づ き 施 行 す

る こ と に よ り 得 ら れ る 公 共 の 利 益 と 失 わ れ る 利 益 と を 比 較

衡 量 す る と 、 得 ら れ る 公 共 の 利 益 は 失 わ れ る 利 益 に 優 越 す

る と 認 め ら れ る 。  

し た が っ て 、 本 件 事 業 の 事 業 計 画 は 、 土 地 の 適 正 か つ

合 理 的 な 利 用 に 寄 与 す る も の と 認 め ら れ る た め 、 法 第 2 0

条 第 ３ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。  

 ４  法 第 2 0 条 第 ４ 号 の 要 件 へ の 適 合 性  

  ( 1 )  事 業 を 早 期 に 施 行 す る 必 要 性  

３ ( 1 ) で 述 べ た よ う に 、 現 道 は 交 通 混 雑 が 発 生 し て お り 、

そ の 緩 和 を 図 る 必 要 が あ る こ と な ど か ら 、 本 件 事 業 を 早 期

に 施 行 す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 。  

ま た 、 本 路 線 沿 線 の 自 治 体 の 長 等 か ら な る 一 般 国 道 2 5 4

号 和 光 川 越 間 バ イ パ ス 建 設 促 進 期 成 同 盟 会 か ら 、 本 件 事 業

の 早 期 完 成 に 関 す る 強 い 要 望 が あ る 。  

し た が っ て 、 本 件 事 業 を 早 期 に 施 行 す る 公 益 上 の 必 要 性

は 高 い も の と 認 め ら れ る 。  

  ( 2 )  起 業 地 の 範 囲 及 び 収 用 又 は 使 用 の 別 の 合 理 性  

本 件 事 業 に 係 る 起 業 地 の 範 囲 は 、 本 件 事 業 の 事 業 計 画 に

必 要 な 範 囲 で あ る と 認 め ら れ る 。  

ま た 、 収 用 の 範 囲 は 、 全 て 本 件 事 業 の 用 に 恒 久 的 に 供 さ

れ る 範 囲 に と ど め ら れ 、 そ れ 以 外 の 範 囲 は 使 用 と し て い る

こ と か ら 、 収 用 又 は 使 用 の 範 囲 の 別 に つ い て も 合 理 的 で あ

る と 認 め ら れ る 。  

し た が っ て 、 本 件 事 業 は 、 土 地 を 収 用 し 、 又 は 使 用 す る

公 益 上 の 必 要 が あ る と 認 め ら れ る た め 、 法 第 2 0 条 第 ４ 号

の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。  

 ５  結 論  

以 上 の と お り 、 本 件 事 業 は 、 法 第 2 0 条 各 号 の 要 件 を 全



て 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。  

第 ５  法 第 2 6 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 図 面 の 縦 覧 場 所   

埼 玉 県 朝 霞 市 役 所  

埼 玉 県 志 木 市 役 所  

第 ６  収 用 又 は 使 用 の 手 続 が 保 留 さ れ る 起 業 地  

埼 玉 県 朝 霞 市 大 字 上 内 間 木 字 八 剱 及 び 字 厩 尻 並 び に 大 字 宮

戸 字 北 井 房 地 内  

埼 玉 県 志 木 市 下 宗 岡 二 丁 目 地 内  


